
学部生1～2名

大学受付期限：2026年4月16日（木）17時
①（年度内初回申請時のみ）「学内選考用データ登録用紙」を学生センター2階経済支援係窓口へ提出
②「大学推薦奨学金申請書」を専用フォームか学生センター2階経済支援係窓口へ提出

※学内選考通過者のみ後日提出

令和8年度
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23名
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(2 0 2 6年度）奨学生募集要領

公益財団法人高村育英会
（神奈川県認定指令文第6号）

(4)家 計 （学費支弁が困難と判定する程度）

＊今期も 10名を目途に増員します
5.推

法

高等学校推薦による予約奨学生
大学推薦による在学奨学生

3.奨学金の額および給付期間

2/3程度
1/3程度

下記条件のいずれかに該当し、家計維持者の2025年分の課税所得が
300万円（給与所得の場合収入が600万円程度）以下であること。

①母子、父子世帯であること
②障害者のいる世帯であること
③長期療養者 (6か月以上）がいる世帯であること
④火災、風水害、盗難等の著しい被害を受けた世帯であること
⑤生活保護法による被保護世帯およびこれに準ずると認められる世帯で
あること
⑥上記と同等の事由により、修学が困難な世帯であること
尚、上記に拘らず、総合的に判断して例外を認める場合がある。

薦

(1)推薦にあたっては、人物、健康、学力および家計の基準を総合判定し適格者
を選考してください。

(2)推薦決定に際して人物については特に留意し、学力と家計との関係は後者に
重点をおいてください。

(3)収入の証明書（給与所得の源泉徴収票など・コピーで可）を添付願います。

(1)奨学金 000円

(2)給付期間は奨学生として採用した時から正規の最短修業年限の終期

(3)虚偽の申告による著しい不正受給があった場合を除き、奨学金の返還の
必要はありません。

(4)返還を要さない他の民間の奨学金との重複受給はできません。
（大学独自の絵付制度や公的な奨学金制度の重複は可能）

4.出 願 資 格

月額 5 0, 

2026年4月、大学に入学し、学業、人物ともに優秀でかつ健康であって学費
の支弁が困難と認められる者。

(1)学力
入学選抜時、学力が当該学部の上位2/3以内の者もしくは、推薦入学等
でそれに準ずる者。

(2)人物
・学習活動その他生活全般を通じて態度、行動が学生にふさわしく
将来良識ある社会人として、活動できる見込みがある者
•本人についてはもちろん、家庭の事情などを総合的にみて中途で
学業を放棄しないと思われる者

(3)健康
学校保健法による健康診断で修学に支障がない者、または医師の
健康診断により修学に支障がないと判断された者

6.募集締切日

原則、 2026年5月8日（金）までに当会に到着分をもって締切ります。

7.選

8. 

考

当会選考委員会により奨学生を選定し、
を通じて、本人あてご連絡いたします。

その他

2026年5月31日を目途に学長を

応募の秘密は厳守いたします。
また、応募書類の返却はいたしませんので、ご了承ください。

連絡先

TEL:045 (945) 8581 FAX:045 (945) 8510 
問合せ時間： 午前 9:00~12:00 午後 1:00~5:00 

事務局：長沢•藤田・飯塚
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奨学生の皆さんへ

公益財団法人高村育英会

2026年度

公益財団法人高村育英会は自動車・事務機器などのフィルタおよび排気ガス浄化装置メーカー

である東京濾器株式会社が平成元年創立40周年記念事業として、同社および同社の創業社長
故高村博氏が私財を拠出して、同年文部省の許可を受け設立された奨学育英財団です。

また、平成16年度に現代表理事である高村巌氏より事業充実のため私財の寄附をうけました。

産業界の進歩、革新、国際化の進展に対応できるよう前途有用な人材育成に資する為、勉学を

志しながら経済的事由により、修学が困難な大学生および留学生を対象とする奨学金給付与事業

ならびに、学術研究を行う者に対する研究費の助成を目的とする財団です。

このしおりは、奨学生（又は候補者）として当財団に採用された大学生の皆さんに奨学金

の給付および手続・届出等を記載したものです。

これらの点を充分に理解して、手続等遺淵のないようにしてください。

まず健康に留意して一層学業に励み、真摯な学生生活を送ることにより修学の目的を達する

よう希望します。

1.奨学金の額

大学生 月額 50, 0 0 0 円

この奨学金は、給付ですから返還の必要はありません。

ただし、虚偽申告や届出手続の遅延等により不正に受給した場合は学校長の意見を聴取し、

返還を求めることがあります。

2.給付の期間

奨学生として採用された時 (2026年 4月）から正規の最短修業年限の終期まで。

後記の奨学金交付中断事由（休学•長期欠席・停学・同一年次重複履習）の支給は、

しません。

3.支給の方法

前期分 (4~9月分） 6月30日

後 期 分 (10~3月分） 1 1月30日 （月末が土・日の場合は、翌月営業日の振込となります）

すべて届出の銀行（又は信用金庫） 普通預金口座 （本人名義に限る）への振込に

より支給します。

支給について、その都度通知しませんので預金口座で確認してください。

指定期日を1週間過ぎても入金のないときは、本会事務局に連絡してください。

指定できる金融機関については「奨学金振込口座届」の記載要項を確認してください。
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4.給付のとりやめ

次の事項に該当する場合は奨学生の資格を喪失します。

資格を失う時期はその事実の発生の翌月とします。

(1) 辞退 ①経済的事情好転等の事由により本人の申出、学校の指導があったとき

②他の奨学金の給付を選択したとき ③授業料免除となったとき［ ＠と③で「高筈教育の依学支接新膀鹿」採房決定者は痒退不要
さらにコロナ禍に対処するために各大学が独自に実施する授業料

減免や単発の奨学金も②と③は、原則、辞退不要とする。 ］ 
(2) 退学 自己都合により退学したとき

(3) 死亡 奨学生が死亡、廃疾の状態となったとき

(4) 採用取消採用手続がなされなかった場合等

(5) 廃止 学業成績不振、学則処分、 （退学・除籍・停学等）、性行不良、休学

留年、必要書類の未提出等の事由により当育英会が廃止決定したとき

5.給付の中断（休、停止）

次の事項に該当する場合は、その期間中の奨学金の支給を中止します。ただし、

卒業期に影響しないと学校が判断した場合は、この限りではありません。

(1) 休止 ： 休学、長期欠席 (1ヶ月以上）したとき

(2) 停止 ： 学業成績不振、性行不良等の事由により、当育英会が

停止決定をしたとき

〇中断した奨学金の再開

休・停止の事由がなくなったことを証する書面による届出を審査して、復活する

事ができます。

（注）年次終了時の成績証明書、生活報告書の提出が遅延した場合、修学の確認が出来

ませんので、その間奨学金給付を留保することがありますから、ご注意ください。
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6.届出事項および手続

(1)採用時 ： o‘ 巴生口' 510 ‘巫 巴' 6 12 

く書類 注意事項 ！、
進学届 予約奨学生が入学手続完了後提出、大学の入学証明が必要

誓約書 保証人と連署すること

奨学金振込口座届 銀行の口座確認印が必要

(2)年次終了時 期限： 4月20日 猶予することがあります 〕〔特別の事由のある場合に限り期限

学業成績証明書

生活状況報告書

(3)届出・変更等

届出・変更事由

氏名変更

転居・住所変更

連帯保証人変更

振込口座変更

届出事項の誤記・訂正

辞退

死亡

退学

学則処分

〔
退学・除籍・放校 等〕
停学・翻l告・けん責

休学・長期欠席等

転学部（科）・昼夜変更

留年

留学

7.その他

大学発行のもの

一年間の状況を報告（当育英会指定様式）

期限：異動事項発生の都度 14日以内（当育英会指定様式）

I 立 ！ ！ ！ ！ ！届出書類
異動届・誓約書・奨学金振込口座届

異動届

異動届・誓約書

奨学金振込口座届

異動届・訂正事項を特定した届

奨学金辞退届

奨学生死亡届

異動届

返還を要さない他の奨学金との重複受給は原則として出来ません。いずれかの奨学制度

を選択し、他方を辞退してください。

こごし 2020$4 の ／ 「 の巴

との賃複甜厨は可館です，

特別な場合は、当会事務局にあらかじめ相談してください。
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8. 問い合わせ・書類の送付先

公益財団法人高村育英会

〒224-0041

問合せ時間

横浜市都筑区仲町台3丁目 12番3号

東京濾器株式会社本社ビル内

TEL:045-945-8581 

FAX:045-945-8210 

事務局：長沢•藤田・飯塚

午前 9:00 

午後 1 : 0 0 
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